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た
国
土
交
通
大
臣
又
は
都
道
府
県
知
事
は
、
当
該
発
注
者
に
対
し
て
必
要
な
勧
告

交
通
大
臣
又
は
都
道
府
県
知
事
は
、
当
該
発
注
者
に
対
し
て
必
要
な
勧
告
を
す
る

を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

こ
と
が
で
き
る
。

３
・
４　

（
略
）

３
・
４　

（
略
）

（
建
設
工
事
の
見
積
り
等
） 

（
建
設
工
事
の
見
積
り
等
） 

第
二
十
条　

建
設
業
者
は
、
建
設
工
事
の
請
負
契
約
を
締
結
す
る
に
際
し
て
は
、
工

第
二
十
条　

建
設
業
者
は
、
建
設
工
事
の
請
負
契
約
を
締
結
す
る
に
際
し
て
、
工
事

事
内
容
に
応
じ
、
工
事
の
種
別
ご
と
の
材
料
費
、
労
務
費
及
び
当
該
建
設
工
事
に

内
容
に
応
じ
、
工
事
の
種
別
ご
と
の
材
料
費
、
労
務
費
そ
の
他
の
経
費
の
内
訳
並

従
事
す
る
労
働
者
に
よ
る
適
正
な
施
工
を
確
保
す
る
た
め
に
不
可
欠
な
経
費
と
し

び
に
工
事
の
工
程
ご
と
の
作
業
及
び
そ
の
準
備
に
必
要
な
日
数
を
明
ら
か
に
し
て

て
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
も
の
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
材
料
費
等
」
と
い

、
建
設
工
事
の
見
積
り
を
行
う
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

う
。
）
そ
の
他
当
該
建
設
工
事
の
施
工
の
た
め
に
必
要
な
経
費
の
内
訳
並
び
に
工

事
の
工
程
ご
と
の
作
業
及
び
そ
の
準
備
に
必
要
な
日
数
を
記
載
し
た
建
設
工
事
の

見
積
書
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
材
料
費
等
記
載
見
積
書
」
と
い
う
。
）
を
作

成
す
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。　

２ 
 

前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
材
料
費
等
記
載
見
積
書
に
記
載
す
る
材
料
費
等
の
額

（
新
設
）

は
、
当
該
建
設
工
事
を
施
工
す
る
た
め
に
通
常
必
要
と
認
め
ら
れ
る
材
料
費
等
の

額
を
著
し
く
下
回
る
も
の
で
あ
つ
て
は
な
ら
な
い
。

３　

建
設
工
事
の
注
文
者
は
、
請
負
契
約
の
方
法
が
随
意
契
約
に
よ
る
場
合
に
あ
つ

（
新
設
）

て
は
契
約
を
締
結
す
る
ま
で
に
、
入
札
の
方
法
に
よ
り
競
争
に
付
す
る
場
合
に
あ

つ
て
は
入
札
を
行
う
ま
で
に
、
第
十
九
条
第
一
項
各
号
（
第
二
号
を
除
く
。
）
に

掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
、
で
き
る
限
り
具
体
的
な
内
容
を
提
示
し
、
か
つ
、
当
該

提
示
か
ら
当
該
契
約
の
締
結
又
は
入
札
ま
で
の
間
に
、
建
設
業
者
が
当
該
建
設
工

事
の
見
積
り
を
す
る
た
め
に
必
要
な
期
間
と
し
て
政
令
で
定
め
る
期
間
を
設
け
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４　

建
設
工
事
の
注
文
者
は
、
建
設
工
事
の
請
負
契
約
を
締
結
す
る
に
際
し
て
は
、

２　

建
設
業
者
は
、
建
設
工
事
の
注
文
者
か
ら
請
求
が
あ
つ
た
と
き
は
、
請
負
契
約

当
該
建
設
工
事
に
係
る
材
料
費
等
記
載
見
積
書
の
内
容
を
考
慮
す
る
よ
う
努
め
る

が
成
立
す
る
ま
で
の
間
に
、
建
設
工
事
の
見
積
書
を
交
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

も
の
と
し
、
建
設
業
者
は
、
建
設
工
事
の
注
文
者
か
ら
請
求
が
あ
つ
た
と
き
は
、

。

請
負
契
約
が
成
立
す
る
ま
で
に
、
当
該
材
料
費
等
記
載
見
積
書
を
交
付
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

５　

建
設
業
者
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
材
料
費
等
記
載
見
積
書
の
交
付
に
代
え
て

３　

建
設
業
者
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
見
積
書
の
交
付
に
代
え
て
、
政
令
で
定
め

、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
建
設
工
事
の
注
文
者
の
承
諾
を
得
て
、
当
該

る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
建
設
工
事
の
注
文
者
の
承
諾
を
得
て
、
当
該
見
積
書
に
記
載
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材
料
費
等
記
載
見
積
書
に
記
載
す
べ
き
事
項
を
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る

す
べ
き
事
項
を
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
そ
の
他
の
情
報
通
信
の
技

方
法
そ
の
他
の
情
報
通
信
の
技
術
を
利
用
す
る
方
法
で
あ
つ
て
国
土
交
通
省
令
で

術
を
利
用
す
る
方
法
で
あ
つ
て
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
も
の
に
よ
り
提
供
す
る

定
め
る
も
の
に
よ
り
提
供
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
建

こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
建
設
業
者
は
、
当
該
見
積
書
を
交

設
業
者
は
、
当
該
材
料
費
等
記
載
見
積
書
を
交
付
し
た
も
の
と
み
な
す
。

付
し
た
も
の
と
み
な
す
。

（
削
る
）

４　

建
設
工
事
の
注
文
者
は
、
請
負
契
約
の
方
法
が
随
意
契
約
に
よ
る
場
合
に
あ
つ

て
は
契
約
を
締
結
す
る
ま
で
に
、
入
札
の
方
法
に
よ
り
競
争
に
付
す
る
場
合
に
あ

つ
て
は
入
札
を
行
う
ま
で
に
、
第
十
九
条
第
一
項
第
一
号
及
び
第
三
号
か
ら
第
十

六
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
、
で
き
る
限
り
具
体
的
な
内
容
を
提
示
し
、

か
つ
、
当
該
提
示
か
ら
当
該
契
約
の
締
結
又
は
入
札
ま
で
に
、
建
設
業
者
が
当
該

建
設
工
事
の
見
積
り
を
す
る
た
め
に
必
要
な
政
令
で
定
め
る
一
定
の
期
間
を
設
け

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

６　

建
設
工
事
の
注
文
者
は
、
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
材
料
費
等
記
載
見
積
書
を
交

（
新
設
）

付
し
た
建
設
業
者
（
建
設
工
事
の
注
文
者
が
同
項
の
請
求
を
し
な
い
で
第
一
項
の

規
定
に
よ
り
作
成
さ
れ
た
材
料
費
等
記
載
見
積
書
の
交
付
を
受
け
た
場
合
に
お
け

る
当
該
交
付
を
し
た
建
設
業
者
を
含
む
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
対
し
、
そ

の
材
料
費
等
の
額
に
つ
い
て
当
該
建
設
工
事
を
施
工
す
る
た
め
に
通
常
必
要
と
認

め
ら
れ
る
材
料
費
等
の
額
を
著
し
く
下
回
る
こ
と
と
な
る
よ
う
な
変
更
を
求
め
て

は
な
ら
な
い
。

７　

前
項
の
規
定
に
違
反
し
た
発
注
者
が
、
同
項
の
求
め
に
応
じ
て
変
更
さ
れ
た
見

（
新
設
）

積
書
の
内
容
に
基
づ
き
建
設
業
者
と
請
負
契
約
（
当
該
請
負
契
約
に
係
る
建
設
工

事
を
施
工
す
る
た
め
に
通
常
必
要
と
認
め
ら
れ
る
費
用
の
額
が
政
令
で
定
め
る
金

額
以
上
で
あ
る
も
の
に
限
る
。
）
を
締
結
し
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
建
設
工
事

の
適
正
な
施
工
の
確
保
を
図
る
た
め
特
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該

建
設
業
者
の
許
可
を
し
た
国
土
交
通
大
臣
又
は
都
道
府
県
知
事
は
、
当
該
発
注
者

に
対
し
て
必
要
な
勧
告
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

８　

前
条
第
三
項
及
び
第
四
項
の
規
定
は
、
前
項
の
勧
告
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
新
設
）

（
工
期
等
に
影
響
を
及
ぼ
す
事
象
に
関
す
る
情
報
の
通
知
等
） 

（
工
期
等
に
影
響
を
及
ぼ
す
事
象
に
関
す
る
情
報
の
提
供
） 

第
二
十
条
の
二　

建
設
工
事
の
注
文
者
は
、
当
該
建
設
工
事
に
つ
い
て
、
地
盤
の
沈

第
二
十
条
の
二　

建
設
工
事
の
注
文
者
は
、
当
該
建
設
工
事
に
つ
い
て
、
地
盤
の
沈

下
そ
の
他
の
工
期
又
は
請
負
代
金
の
額
に
影
響
を
及
ぼ
す
も
の
と
し
て
国
土
交
通

下
そ
の
他
の
工
期
又
は
請
負
代
金
の
額
に
影
響
を
及
ぼ
す
も
の
と
し
て
国
土
交
通


